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はじめに 

 

 
本市では、安来市民会館の建て替えについて本年 6月に基本構想をまとめ、現在地から切川

地区へ移転し整備を進めることとしました。 

本『安来市民会館（仮称）基本計画』は、市民会館の建て替えにあたっての方向性や考え方

をまとめたものです。 

その考え方としては、単に施設を建て替えるだけでなく、文化芸術を取り巻く社会的な動向

や国における文化振興の方向性なども視野に入れ、将来の安来市の文化振興だけでなく、文化

を通じたまちづくりにもつなげていく拠点施設としてのあり方を記載しています。 

本基本計画を策定するにあたっては、委員 13名からなる「安来市民会館建設検討委員会」

を設置し、複数回の類似施設の視察と、５回の委員会における熱心な討議をへて、『安来市民

会館（仮称）建設に関する提言書』を受けました。同時に、広く市民からの意見をいただく場

として、「安来市民会館（仮称）市民ワークショップ」を全３回開催し、「安来市民会館建設

検討委員会」へ市民からの意見としてその報告を行っています。 

本基本計画は、それらの意見をできる限り反映させた基本計画としています。 

今後とも、市民参加による検討の機会を設けることを予定しており、新しい市民会館の開館

に向けて、市民とともにつくりあげ、開館後の活動につなげていくことを目指します。 
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1. 市民会館整備の目的と使命 

(1) 上位概念の整理 

① 安来市総合計画後期基本計画（平成 23年策定） 

安来市総合計画では、「元気・いきいき・快適都市」を市の将来像としています。 

なかでも施策の基本方向の一つとして「ひとが輝く活力発揮のまちづくり（教育・文

化の充実）」を位置付けており、その中では＜社会教育の充実＞＜文化活動の推進＞が

体系づけられています。 

この＜文化活動の推進＞の具体的な取り組みには、「史跡、文化施設等の整備拡充」

が掲げられています。 

また、施設の整備だけでなく、＜社会教育の充実＞の中では「世代間・地域間交流の

推進」「芸術・文化活動の支援」「郷土の文化・歴史・芸術についての学習の推進」な

どが示されており、＜文化活動の推進＞では「伝統文化、芸術・技術の継承とひとづく

り」「文化芸術活動への支援」「文化交流の支援」など、市民の文化芸術活動に係る様々

な活動を支援し、文化活動の推進を図ることとしています。 

《施策の基本方向》５．ひとが輝く活力発揮のまちづくり（教育・文化の充実） 

（２）社会教育の充実 

 ○生涯学習の推進体制の整備 

 ○多様な学習の機会、学習情報の提供 

 ○世代間・地域間交流の推進 

 ○芸術・文化活動の支援 

 ○生涯学習施設の整備充実 

 ○郷土の文化・歴史・芸術についての学習の推進 

（５）文化活動の推進 

 ○伝統文化、芸術・技術の継承とひとづくり 

 ○文化芸術活動への支援 

 ○伝統文化・芸術祭の開催 

 ○文化交流の支援 

 ○史跡、文化施設等の整備拡充 

 ○郷土の文化・歴史・芸術についての学習の推進  など 

（「安来市総合計画後期基本計画」より抜粋） 
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② 安来市民会館（仮称）基本構想（平成 25年 6月策定） 

昭和 41年に建設され、築後 46年を経ている現在の市民会館の経年による様々な機能

上の問題点を顕在化し、市町合併をはじめとする安来市を取り巻く社会情勢の変化など

から、新しい市民会館の建て替えの必要性を整理しています。 

また、まちづくりと土地利用の視点から、現在地からの移転建て替えを基本的な考え

方とし、整備候補地を整理しています。 

【現市民会館の問題点や課題など】 

 建物の耐震性の不足 

 現在求められる機能水準に対する舞台関連設備の不備 

 アスベストなどの安全性の問題 

 高齢者、障がい者に配慮したバリアフリーに関する設備の不備 

 駐車場の慢性的な不足 

 合併により市域が拡大したことによる、施設規模（収容定員）の再検討の必要性 

 旧町部からの自家用車においてのアクセスのしやすさ 

 

③ 国の考え方など 

「文化芸術振興基本法」が平成 13年に制定され、文化芸術の振興を図るための基本理

念及びその方向性が明らかにされています。その後、平成 24年には「劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律」が制定され、その中では、地方自治体が果たすべき文化振興の役

割が明示され、地域特性に応じた施策の策定と実施、地域における実演芸術の振興、人

材の育成、学校教育との連携などが謳われています。また、同法の規定により策定され

た「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」では、劇場・音楽堂施

設の設置者・運営者が目指すべき方向性が明らかにされています。 

また、島根県においては、平成 23年に「島根県文化振興条例」が制定され、県におけ

る文化芸術振興の基本理念や基本的施策などが提示されています。 
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(2) 基本理念 

基本構想に基づき、市民ホールの基本理念を以下のとおりとします。 

 

演じる：市民が輝き、いきいきとした活動の表現の場となる 

地域文化を根付かせていくため、実際に活動する人や、活動を理解し支援する人を育

てていく必要があります。創造活動などを通じて得られる喜びや充足感などを通して、

地域文化を支える素地を広く育んでいきます。 

 

観る・聴く：市民の交流の場となり、多様な文化に触れることができる場となる 

文化芸術作品を身近で鑑賞できる機会を求める声に応え、多様な文化のあり方を紹介

し、多彩な文化芸術作品に触れることにより、人々の心豊かな生活を醸成する一助を

担っていきます。 

 

集う：新しい安来の顔となり、市民が気軽に、楽しく訪れることができる場となる 

合併後の安来市のシンボルとなるような施設となることを目指し、市域全体から、市

民が訪れやすく楽しめる場としていきます。 

 

市民会館は、大規模な集会・集客のための施設とするだけでなく、文化芸術活動の拠点と

して、文化芸術活動を通じた新たなコミュニケーションを生み出し、人が輝くことにより市

民生活が活性化し、安来市の将来像につなげるためのまちづくり拠点施設として計画します。 
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2. 事業計画 

(1) 事業方針の確認 

新市民会館では、基本理念に基づき以下の事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

【基本理念との関係図】 

基本理念と４つの事業方針との関連については、以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 普及・支援事業 

● 鑑賞・交流事業 

● 体験・参加事業 

● 情報・発信事業 

鑑賞・交流事業 

演じる 

市民が輝き、いきいきとした活動の表

現の場となる 

観る・聴く 

市民の交流の場となり、多様な文化

に触れることができる場となる 

集う 

新しい安来の顔となり、市民が気軽

に、楽しく訪れることができる場となる 

普及・支援事業 

体験・参加事業 

情報・発信事業 

：大きく関わりがある 

：関わりがある 
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① 普及・支援事業 

文化芸術に親しみ、楽しむ層や実際に文化芸術活動を行う人材の裾野を広げていくこ

とを目指していきます。 

次代を担う子ども世代が文化芸術に親しむための事業や、市民の文化芸術活動をより

活性化させるための支援などを行っていきます。 

アウトリーチ事業1など、市民会館以外の場所においての事業も積極的に展開し、文

化芸術活動に接点のなかった人、関心の薄かった人などにも文化芸術に触れる機会を届

け、文化芸術の活動者・理解者・支援者などを増やしていきます。 

 

② 鑑賞・交流事業 

文化芸術作品を観たり聴いたりする人、文化芸術に親しみ楽しむ人を増やしていくこ

とを目指し、音楽、ミュージカル、舞踊、オペラ、演劇、古典芸能、地域の伝統芸能な

ど幅広い分野の文化芸術作品を鑑賞する機会を広く提供していきます。公演事業などを

実施する際には、付随して鑑賞講座なども実施し、より理解を深めるための仕組みを設

けます。併せて、人が集まる機会を活用し、文化芸術を通じた新たなコミュニティが生

まれ育つように、地域の賑わいや交流を促進させていきます。 

また、市民への鑑賞機会を提供する活動団体や興行組織、新聞社や放送局などと共催

することにより、多彩な作品鑑賞の機会を提供できるようにします。 

 

③ 体験・参加事業 

文化芸術活動を行っている個人や団体だけでなく、市民誰もが、文化芸術を身近に体

験できる体験型事業や、気軽に参加できる参加型事業を展開します。 

実際に舞台の上で演奏したり演じたりする市民の参加型事業のみならず、市民会館の

運営やスタッフワークなどを体験できる機会などを設け、より多くの市民が市民会館に

関心や理解をもち、活動を支援してくれるようにしていきます。子どもから高齢者まで

年齢や属性などに関わらず、市民誰もが主体的に関わることができるように計画します。 

 

④ 情報・発信事業 

地域の情報を集約し、文化活動やまちづくりに関する中核拠点としての事業を行なっ

ていきます。市内や近隣の公演情報をはじめ、活動、人材、施設、設備、助成制度など、

文化芸術に関連する情報の収集を行ない、広く市民や来訪者に提供します。また様々な

地域で活動する人材や、特色のある文化活動を「安来市の地域資源」として外部へ発信

していく機能を担います。 

  

                                                   
1 アウトリーチ事業 

文化芸術に接する機会や関心がない人々に対して、興味や関心を持ってもらうために、劇場

やホール、アーティストや芸術団体などが、芸術文化を届けようとする事業や取り組み。 
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(2) 事業展開の考え方 

① 拠点としての連携 

市民会館は、市の文化芸術活動の中核として、市内各地の文化関連施設との役割分担

を図っていきます。また、教育、福祉、観光、産業など様々な分野とも連携し、まちづ

くりの拠点施設としていきます。 

 

② 中長期的展開 

市民会館では自主事業として、前述の４つの事業を柱として展開していきますが、開

館前から、プレ事業2として部分的に事業の実施に取り組み、開館につなげていきます。

その後開館してからは、短期的な目標を設定する傍ら、開館後 10年、20年後の安来市

の文化のあり方、まちの姿を視野に入れた中長期的計画により、事業を行っていくこと

が望まれます。 

 

③ プレ事業 

基本構想において、市民参画による施設整備の検討の考え方や手法が掲示されていま

す。事業や運営に関しても市民とともに考えながら市民会館を作り上げていき、開館後

の事業展開につなげていくことが望まれます。 

開館までの期間を利用し市民とともにプレ事業を検討、実施していきます。 

 

                                                   
2 プレ事業 

施設の開館前から行う事業のこと。
 



7 

3. 運営 

(1) 管理運営の基本方針 

市民会館は、市民が優れた文化芸術作品に触れるためのプロフェッショナルによる利

用と、市民の日常活動の場や成果発表の場としての利用、両方にとって利便性の高い運

営を目指す必要があります。特に市民利用の面では、誰もが気軽に立ち寄り利用できる

開かれた施設運営を目指します。 

 

① 柔軟で利便性の高い管理運営 

市民や興行主体等、施設の利用者にとって使いやすい、細やかなサービスを提供し、利

用しやすい施設として稼働率の向上を図っていきます。 

また、ホール施設においては、実施する自主事業の内容等、時間の経過や社会情勢の

変化などにより利用される環境が変化することが予想されます。その都度使いやすい施

設として、運営のあり方を見直せるよう、柔軟性のある管理運営が望まれます。 

 

② 開かれた管理運営 

市民誰もが訪れやすく使いやすい開かれた施設としていきます。施設の建築・設備面

でのユニバーサルデザイン3の導入はもちろん、サービス面においてのきめ細かな対応や、

設備の経年劣化・機能劣化に対して先取りした対策や対応を行います。 

また、市民に広く、そして深く理解され、市民に支援される施設を目指します。市民

が積極的に参画したいと思う施設とするために、様々な情報を公開し、透明性を高めて

いきます。 

 

③ 継続性のある管理運営 

市民会館は、舞台設備等の特殊設備が多く備わった施設であり、その運用が適切に行

わなければ事故等の危険性を内在する施設でもあります。市民に対し、施設本来の機能

を十分に活かした安定的で継続的な施設運営を行っていくためには、施設や設備を適切

に運用・維持管理できる十分な経験と技能を備えた人材の配置が不可欠です。 

また、運営には、自主事業等の実施と施設の貸し出し等のバランス、財源の確保、外

部からの資金調達等も含めた経営的な視点が必要です。そのためにも、評価システムを

構築し、管理運営についてモニタリングや定期的な評価を行い、その内容を広く市民に

開示していくことが求められます。 

 

 

                                                   
3
 ユニバーサルデザイン 

年齢や性別、能力、身体の状況などの違いに関係なく、誰もが同じように使うことができるデ

ザインのこと。 
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【今後の検討課題】 

今後の管理運営計画等で、運営規則等について、整理していく必要があります。具体

的には、以下のような項目が考えられます。 

● 使用料の考え方 

● 開館時間・休館日の考え方 

● 利用区分の考え方、連続利用日数等の考え方 

● 利用申請の時期や方法の考え方 

● 利用者への施設利用に関する助言・指導のあり方 

 

 

(2) 運営組織の基本的な考え方 

市民会館は、安来市の文化芸術活動の拠点としての専門性はもとより、市民の交流拠

点として、教育や福祉、観光、産業、商業、国際交流等の様々な都市政策分野と連携し、

まちづくりの要となる重要な役割を担います。 

その市民会館の運営を支えるのは、人材（ヒューマンウエア）です。文化芸術の振興

を支え、舞台設備を備えた劇場・音楽堂等の運営を行うことのできる専門性と、まちづ

くりや市民との協働といったコーディネーターの２つの重要な役割が求められます。 

組織は、柔軟性と機動力を持った体制とし、市外からの招聘も含めて、市民会館の運

営に必要な経験や知識を持った専門的人材の配置が望まれます。中長期的には、スタッ

フを育成していくことで地域にノウハウを蓄積していき、安来市民を中心とした人材の

交流や運営（支援）組織づくりを図っていきます。 
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(3) 想定職員数 

① 必要な職能 

市民会館を運営していくためには、大きく分けて、総務担当、事業担当、技術担当と

いった実務を担う人材が必要です。特に事業実施や舞台技術を担う部分には専門的な経

験と知識を持った人材の配置が欠かせません。全国の事例等から、次のような職能が必

要と考えられます。 

 

【公立文化施設において必要な職能（例）】 

職 能 担う役割 

統 括 経営統括責任者（館長） 

総
務
系 

総務系責任者 経営的責任者 

庶 務 庶務担当業務 

経 理 経理担当業務 

施設管理 施設の維持管理に関する業務 

事
業
系 

事業系責任者 事業実施における責任者 

営 業 チケットセールス及び貸館利用の促進を図る業務 

票 券 チケットの配券、予約、発券、代金管理に関する業務 

広 報 施設及び事業の広報、定期刊行物等出版に関する業務 

情 報 情報関連事業の企画・推進に関する業務 

企画制作 自主事業の企画制作から実施に至る業務 

普及育成 友の会運営、ボランティア組織などの運営業務 

施設提供 貸館の受付調整業務、ホール以外の室の管理業務 

受付・チケット販売 チケット販売、施設貸出し等の窓口業務 

ﾚｾﾌﾟｼｮﾆｽﾄ ホールで事業を行う際のチケットもぎりや案内業務 

技
術
系 

技術系責任者 舞台設備及び技術に関する責任者 

舞 台 
舞台機構設備の管理運営、大道具備品の管理運営、技術に関する

育成事業、自主事業の舞台運営責任者 

照 明 
舞台照明設備の管理運営、舞台照明備品の管理運営、技術に関す

る育成事業、自主事業の舞台照明責任者 

音 響 
舞台音響設備の管理運営、舞台音響備品の管理運営、技術に関す

る育成事業、自主事業の舞台音響責任者 

技術調整 ホール以外の室の舞台技術的な課題解決を図る業務 

 

また、上記人材の他に、施設運営上、警備・清掃・施設メンテナンス等の業務も必要

となります。 
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【今後の検討課題】 

詳細については、今後、管理運営計画等で検討を進め、とりまとめていくこととしま

す。例えば、スタッフの雇用形態、勤務形態、経営面をふくめた市民会館の顔となる人

材の配置、専門家の位置づけ、企業による芸術文化支援や公的組織からの助成金・補助

金獲得など自己財源率の向上を目指した職能の配置、開館準備期間から開館までの段階

的な組織体制の構築などが検討すべき項目と考えられます。 

また、後述される市民協働組織についても検討が必要です。 

ホール施設特有の業務である、催物の開催時の案内係や託児サービスなど、一部の業

務については、ボランティアの活用などを図ることも視野にいれ検討を進めます。 

 

② 必要な人数 

前項で整理した職能について、過不足のない人員を配置していくことが望まれます。

事業をどの程度実施するかにより想定される業務量が変動することから、管理運営計画

等において早い段階での検討と整理が必要です。 

全国的な調査における平均的な人材配置としては、10～15 名程度の人員が必要であ

ると考えられます。 
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(4) 管理運営母体の考え方 

現行の地方自治法では、「公の施設」の管理は、設置者である自治体が直接運営を行

う「直営」か、指定管理者に委任する「指定管理者制度4」のいずれかとなります。 

基本理念に基づく事業を展開するとともに、求められる管理運営や適切な施設管理を

行い、運営組織に求められる人材を確保できる運営主体を選定する必要があります。 

 

【直営と指定管理者による管理運営の整理】 

① 直営 

まちづくりの中核拠点として、基本方針を反映した運営、事業展開が期待できる。

ただし、活動を積極的に展開していく施設において不可欠である柔軟な運営が困難で

あることや、専門性を有する職員の位置づけなどの課題もある。 

新しく整備される施設では、特に維持管理に関する経費（例えば光熱水費など）に

ついては支出の想定は行うものの、正確な算出が難しいことなどから、開館当初の一

定期間（指定管理者制度を導入するための業務基準を設計するための期間）は直営と

している事例もある。 

② 指定管理者 

民間事業者のノウハウを活用し、多様化する市民ニーズへの対応、サービスの向上

と経費節減が期待できるが、一方で、有期限により、基本方針を反映した、継続性の

ある運営が担保されないといった課題もある。また、経費節減のメリットの一方で、

過度な節減によって、事業や提供するサービスの劣化、施設の安全性に大きな影響が

出る恐れもある。 

 

よって、指定管理者の選定手法に関しては、十分な検討が必要である。 

選定する手法としては、公募によらず特定の事業者を指名する場合と、広く公募す

る場合がある。公募する場合は特に、審査の基準に施設設置目的を体系づけ、事業方

針やサービス向上、安全性の確保を評価できる項目をつくるとともに、審査員に実際

の文化施設運営や事業の現場を熟知した専門家を配する等、十分な配慮が必要であ

る。 

全国的には、専門的な舞台設備を含む施設管理に加え、文化芸術に関する活動を自

らが展開する特殊性を有し、かつ安定的で継続性を持った運営が必要な施設であるこ

とから、広く公募はせず、知識と経験を持つ特定事業者を指定管理者として選定を行

っている事例もある。 

                                                   
4 指定管理者制度 

「公の施設」の管理を公共的団体以外の事業者等が包括的に代行できる制度。 
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【運営母体のあり方の整理】 

パターン 

概     要 

比較検討 

直
・
指
定 

選
定
方
法 

運
営
母
体 

優れている点 課 題 

直   営 

安来市による直営。 

 

舞台芸術の制作業務や舞台

技術業務については、専門性

が求められることから、外部専

門人材の雇用や業務委託など

が想定される。 

●基本方針策定者とその実践が同人格（地方

公共団体）であることにより、その方針を反映し

た運営が期待できる。 

●新設の市民会館の施設維持管理費を開館

前から高い精度で想定することは極めて難し

い。そのため、3年から 5年程度を前提に「直営

方式」を選定することで、必要経費を検証し適

切な指定管理料の設定を行うことができる。そ

れにより、指定管理者となった運営組織が、経

費的な理由により早期に撤退する危険性を小

さくすることができる。また、この間を有効に活

かして、最低必要な経費見込みや経費縮減の

可能性検討などを行い、次期の「指定管理者

制度導入のための業務基準を設計する期間」

とすることができる。 

●地方公共団体職員が任務に当たることから

専門性や技量の不足、労働時間の制約、サー

ビスやホスピタリティ5の提供の限界が課題とな

る。 

●ホール施設に必要な職能の確保において、

雇用形態等の検討が必要である。 

指
定
管
理
者
制
度
導
入 

非

公

募 

(＊) 

既
存
組
織
等(

改
組
必
要
） 

非公募により既存の団体等（市

の出資法人等）を指定管理者

に指定する。 

しかし、ホール施設の管理運

営経験は有さないため、組織

内部に「市民会館担当部門」を

設置し、専門人材の雇用と組

織体制の確立が不可避な絶対

条件となる。 

●安来市が出資している法人であれば、行政と

の意志の疎通を図りながら運営や活動実施を

行っていくことが期待できる。 

●専門人材や職能を集めることによって市民会

館の指定管理者に立候補できることから、能力

を備えた人材（各種の専門家）調達と組織づく

りが可能となる。 

●市民会館に類する施設の運営経験や事業

及び管理経験がないため、実質的に施設の運

営を行う人材や職能は外部から新たに調達し

なければならない。そのため、新たな人材を雇

用しないと指定管理者になれず、公募での選

定は困難である。 

●既存組織への新たな投資が可能かどうかは

未知数である。 

新
規
に
団
体
設
立 

市の意向を反映させやすい、

新たな団体を設立し、非公募

により指定管理者に指定する。 

NPO法人／一般財団法人／

一般社団法人／株式会社など

が考えられる。 

一般財団法人の場合、一定期

間の活動を経て「公益申請」が

かなえば、公益財団法人として

認められることになる。 

●全く新しい組織を設立することから、制約や

しがらみのない運営組織を設立することが期待

できる。 

●市が出資することで一体となって開館準備業

務を委ねることができる。 

●開館準備業務から指定管理業務へ、業務の

スムースな移行が可能である。 

●施設運営経験のない新しい団体を市民会館

の指定管理者に選定することの客観的な説明責

任を果たしていく必要がある。（市による財団設

立出資が望ましい） 

●団体を設立しなければ応募ができないことこと

から、公募での選定は困難である。 

●団体設立から指定管理者の指定までの期間、

具体的な業務がないことが懸念され、収入も期

待できない。ただし、新施設の開設準備業務を

担うことは検討の余地がある。 

公

募 

民
間
事
業
者
選
定 

公募により市民会館の指定管

理者を選定する。 

既存団体が応募をしなければ

民間事業者（NPO法人を含

む）が選定されることになる。 

選定方法としては、最も透明性

が高い選定方法ではある。 

●透明性の高い選定が可能である。 

●経費の縮減が期待できる。 

●応募する事業者数の見極めが困難である。

応募者が一者の場合、絶対評価を行わざるを

えず、選定が非常に困難となる。 

●応募者の中から一者を選定しなければならな

い公募の限界が懸念される。また、専門性の高

い施設運営を期待する場合に、条件を満たす応

募者がいない可能性も想定される。その際の対

応を検討しておく必要がある。 

●経費の縮減が限界を超えた場合には、指定

管理者業務が中断することも想定される。 

●指定管理者を選定するために、早期に施設

設置条例を制定する必要がある。 

●新規施設であり、指定管理料の設定が適切

であるかの見極めが困難である。 

●施設運営のノウハウが設置主体である行政

には全く蓄積されない。 

＊：非公募は、特定事業者の特命指定を意味するものではなく、公募同様に提案書を作成、評価を行い当該施

設の指定管理者に相応しい場合にのみ、指定管理者に指定することを前提とする。 

                                                   
5
 ホスピタリティ 

心のこもったもてなし。施設運営においては、利用者や利用状況など、その時々に応じて柔軟に

対応することが求められる。 
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(5) 市民協働組織の考え方 

市民及び近隣地域の文化団体、NPOなどと協働し、文化芸術を通じた連携を図り、地

域コミュニティの醸成や地域のまちづくりへとつなげていきます。 

市民が主体的に事業や施設運営に参加でき、管理運営に意見が取り入れられるよう、

市民ボランティアの組織化や、活動団体ネットワークづくりなど、市民同士が情報共有

できるような場を定期的に設けるなど、システムづくりを行っていきます。 

また、地域の商店や企業などに対しては、社会貢献活動の一環として、施設の運営に

協力をいただけるよう働きかけていきます。 

 

 

【市民参加による検討】 
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4. 計画敷地の概要と課題 

(1) 計画敷地  

① 敷地条件 

場 所：安来市安来町、飯島町、切川町地内 

面 積：約 39,000㎡ 

区域区分等：市街化調整区域（「安来市庁舎地区計画有」） 

建ぺい率 40％ 、容積率  100％ 

安来市庁舎地区計画廃止決定後、市街化調整区域（「用途地域指定なし」） 

建ぺい率 70％ 、容積率  200％、日影規制なし 

防 火 地 域：指定なし 

 

② 周辺道路 

東 側：県道を整備予定：幅員 15.0ｍ 

西 側：敷地周回道路として市道を整備予定：幅員 10.5ｍ 

南 側：市道北側道安来西赤江線：幅員 9.0ｍ 

北 側：敷地周回道路として市道を整備予定：幅員 10.5ｍ 

構内道路：敷地内の構内道路については、市民会館、給食センター及び両施設利用者 

の駐車場の配置計画とそれぞれの施設への搬出入車両のアクセス動線を

考慮して、整備を行う予定です。現時点では、構内道路の具体的位置や幅

員などは決められていません。 

③ 頭無川 

敷地内には、普通河川の頭無川（とうむがわ）が南北方向に流れています。この川の

位置や流れを変更することはできません。ただし、現在 2か所に設けられている水路ゲ

ートについては、1か所を撤去し、もう 1か所を移設する予定としています。 

外周道路を除いて 2か所程度の構内道路を設ける予定としています。それ以外の部分

は暗渠としない予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民会館 給食センター 

調整池 
（イベント広場） 

計画敷地の概要（案） 



15 

(2) 周辺環境  

計画敷地は、安来市の市街地周辺に広がる田園地帯の一部で、敷地東側に計画されて

いる県道と一体整備が行われることで、市街地から直接アクセスできるルートが確保さ

れます。計画敷地だけでなく周辺も含めて、安来市の新しい開発や整備が期待されます。 

また、計画敷地が山陰道に隣接することから、遠方からの利用者だけでなく大道具や

楽器などの大型搬出入車両（11t、ガルウイング車6等）のアクセスの利便性も高くなる

ものと考えられます。 

 

 

(3) 計画にあたっての考え方  

計画敷地において、本計画を進めていく上では、特に以下に示す項目について、十分

な配慮を行っていく必要があります。 

① (仮称)安来市給食センターの同敷地内整備 

市民会館を計画敷地のどの位置に配置するのかということを検討する上では、同一敷

地内に整備が予定されている給食センターの配置にも十分に配慮した計画である必要

があります。 

② 敷地内調整池の必要性と整備の考え方 

局地的な氾濫を抑えるため、降雨を一時的に池で受け止めた後、徐々に放水を行う機

能を有する調整池が必要であり、頭無川の位置をもとに調整池の配置と規模を、給食セ

ンター同様に十分検討する必要があります。 

③ 駐車場の確保 

特に市民会館整備にとっては、利用者の駐車場確保は大きな命題でもあります。もち

ろん、駐車場については、利用者だけではなく関係者や出演者などの利用にも配慮する

必要があるとともに、市民会館及び給食センターの建物配置を考慮した計画であること

が望まれます。 

当然、高齢者や障がいを持つ方々の車両や、大型搬入車両などの駐車についての検討

も必要となります。 

④ 周辺道路整備 

現在、敷地の南側には、既存の市道が整備されていますが、今後、東側には県道バイ

パスが、北側、西側には市道下ノ原 2号線が整備される予定です。 

⑤ 主要動線について 

一般に市民会館には、大別して「観客・利用者動線」「出演者・関係者動線」「大道

具・楽器等搬入動線」の３つの動線が考えられます。これらの動線が基本的に独立し、

相互に干渉しあうことにないように計画する必要があります。 

                                                   
6 ガルウイング車 

横跳ね上げ式荷台を持つ車両のこと。荷物の出し入れが容易なため、搬出入によく利用される。 
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5 施設計画 

(1) 基本的な考え方  

① 配置計画の考え方 

 土地の高低差の考え方 

ホール施設の中では、客席と舞台で物理的な高さの差が発生します。搬出入口で

は、作業の効率面から、舞台の高さと同じ高さであることが求められます。その

ため、土地の高低差をうまく活用していくことが望まれます。 

 周辺道路との関係 

ホール機能には、高い遮音性能を確保することが必要です。そのためには、交通

量の多い道路からは、できる限り距離を取ることが有効になります。配置計画の

中で考慮していくことが必要です。 

 建物の高さ 

ホール施設の建物の特徴として、舞台部分の上部は他の部位に比べて特に高くな

ります。周辺から圧迫感を作り出さないような配置上の配慮が求められます。 

 駐車場の取り方 

来場者用の動線として、駐車場の配置には十分に検討する必要があります。併せ

て関係者や出演者用の駐車スペースも別途確保する必要があります。 

 

② 施設の構成 

市民会館には、ホール機能をはじめとし、展示系の機能、創造支援系の機能などが求

められます。それらを確実に連携させて運用していく必要があります。 

また、機能諸室の運営を円滑に進めていく上では、その活動を支援する諸室、職員や

スタッフが管理業務を行っていく事務室や機械室などの管理系機能が必要になります。

併せて機能諸室を物理的に繋いでいく共有スペース（廊下や階段など）も計画していき

ます。 

 

 大ホール系機能 

 小ホール系機能 

 展示系機能 

 創造支援系機能 

 交流系機能 

 管理系機能 

 その他 
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【事業方針との関係図】 

  「２．事業計画（１）事業方針の確認」に示した４つの事業方針と各機能の関連に

ついては、以下のとおりとなります。  

 

 

  

体験・参加事業 

鑑賞・交流事業 

普及・支援事業 

情報・発信事業 

：大きく関わりがある 

：関わりがある 

小ホール機能 

大ホール機能 

展示形機能 

創造支援系機能 

交流系機能 

管理系機能 

事業方針 機能 
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(2) 各機能の概要  

① 大ホール系機能 

大ホールは、市民が身近に音楽やミュージカル、演劇、ダンス・舞踊、オペラや伝統

芸能など、様々な優れた文化芸術を鑑賞するとともに、市民による同様の文化芸術活動

の場、また発表の場として機能することが期待されています。このような文化芸術の利

用だけでなく、大規模な集会や大会などにも利用する計画とします。そのため大ホール

は、様々な演出や利用の要請に応えるために必要な高い性能を持つ舞台設備を、過不足

なく備える多機能型のホールとして計画をします。 

もちろん、プロ使用から市民の利用までに配慮した専門性と安全性の確保が求められ

ます。 

 

舞台： 

 プロセニアム形式7の舞台を持つ。 

 主舞台間口は９間（16.2ｍ）程度とし、それに見合う十分な舞台奥行きを確保するととも

に、過不足のない側舞台を主舞台の上下（かみしも）にバランスよく配置します。 

 可動型の音響反射板を設け、生音を活かした音楽利用にも配慮します。また、音響反射板

は、主舞台での演出を極力制約しない位置に格納できる計画とします。 

 様々な演出や利用を考慮した舞台設備を計画します。 

客席： 

 収容人数は1,000人程度を想定し、舞台までの距離や見やすさに配慮した配置、積層計画

とします。また、高齢者や障がい者の利用に配慮した動線及び設備を計画します。 

 客席後部には、舞台設備を操作するための調整室を適宜計画します。 

 また、親子室や上演撮影、同時通訳などにも利用できる多目的室を客席後方に計画します。 

ロビー・ホワイエ8、楽屋、アーティストラウンジ9、舞台技術スタッフ控室、給湯室、楽屋エリア専用の

便所・シャワー、洗濯・乾燥室、舞台事務所、倉庫・備品庫、ピアノ庫、楽器庫、調整室、投光

室、舞台設備機械室、機械室、楽屋口・楽屋受付、搬入口（荷解場）など 

 

② 小ホール系機能 

小ホールは、大ホールよりもさらに身近に、市民の文化芸術活動の実践の場としての

機能を備えることが必要となります。また、市民が利用しやすいように、小規模な講習

会や講演会は客席を格納することで平土間空間として、ジャズダンスやエアロビクスの

                                                   
7
 プロセニアム形式 

舞台と客席を額縁（プロセニアム）によって明確に区画する舞台形式のこと。 
8 ホワイエ 

チケットのもぎりから客席入口までの空間。有料公演の場合の有料エリア。 
9 アーティストラウンジ 

舞台裏にあり、アーティストがくつろいだり、打合せなどを行うことができる空間。 
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ような軽スポーツ、そして展示会やレセプション会場としても利用できる多目的なホー

ルとして計画します。 

 

舞台： 

・ プロセニアム形式の舞台から、オープン形式10の舞台まで可変性を備えるホールとして計画しま

す。 

・ 主舞台間口は、6.5間（11.7ｍ）程度とし、それに見合う舞台奥行きを確保します。 

・ 可動型音響反射板を備え、設置時にはシューボックス型11のホールになるように計画します。 

客席： 

・ 300 席程度の客席を備えますが、その全てを可動型客席として、移動及び格納させることで、

小ホールの大部分を平土間に可変できる計画としています。また、高齢者や障がい者の利用に

配慮した動線及び設備を計画します。 

・ 客席後部には、舞台設備を操作するための調整室を適宜計画します。 

・ 親子室や上演撮影、同時通訳などにも利用できる多目的室を客席後方に計画します。 

ロビー・ホワイエ、楽屋、アーティストラウンジ、舞台技術スタッフ控室、給湯室、楽屋エリア専用の便

所・シャワー、洗濯・乾燥室、舞台事務所、倉庫・備品庫、ピアノ庫、楽器庫、調整室、投光室、

舞台設備機械室、機械室、楽屋口・楽屋受付、搬入口（荷解場）、パントリー12など 

 

③ 展示系機能 

市民の作品発表を中心に展示できる場として計画します。また、安来市ゆかりの文化

人などの回顧展など、一部の巡回展覧会などにも対応する計画とします。平面作品だけ

でなく、多彩な表現を持つ現代の芸術作品、立体作品や工芸作品の展示に対応できる計

画とします。 

なお、多様化する作品制作に対応できるよう、創造支援系機能諸室などと連携した利

用が可能な計画とするほか、舞台作品の上演や練習など大練習室的な幅広い利用に対応

できる計画とします。 

 

展示室：準備室を含めて300㎡程度の展示系機能を整備します。また、大練習室や会議室とし

ても利用できる計画とします。展示パネル、可動壁、可動展示ケースなど必要な設備を

設けます。 

準備室：展示の準備を行うための室として隣接して整備します。作業スペースや地流しなど必要な

設備を計画していきます。 

                                                   
10

 オープン形式 

  舞台と客席を一体の空間とした舞台形式（プロセニアムによる区画がない）のこと。 
11

 シューボックス型 

平断面図が靴箱（シューボックス）型の直方体に近い形をしたホール形式のこと。 
12

 パントリー 

パーティ利用などのための食品を配膳するためのスペース、または部屋のこと。 
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④ 創造支援系機能 

市民が芸術文化の創造活動を行なう場として、また、その日常的な練習や技術の取得

などの活動を支援するための機能を備えた諸室を計画します。 

 

練習室：多くの市民が集まり、日常的な練習をはじめとした作品の創造を行なうための部屋。様々

なジャンルの音楽、ダンス、演劇などそれぞれの目的にあった機能と性能を備えた複数の

練習室を整備します。練習などを行なう市民が活動の合間に交流できるスペース等も検

討します。さらに、会議室としての利用も可能な練習室とします。 

      規模や性能（遮音性能）の異なる 2室程度を想定します。 

会議室：会議や打ち合わせに使う部屋の他、打ち合わせ・印刷・編集・小道具などの製作・録音

編集等、市民が日常の多彩な活動に利用できる部屋なども整備します。 

      規模の異なる会議室（大中小）を計画するとともに、間仕切りを取り払い一体利用す

ることでさらにバリエーションのある使い方ができることが望まれます。 

 

⑤ 交流系機能 

広く市民が集い、日常的に利用できる空間として計画をします。ここでは、文化活動

情報の交換をはじめ、様々なコミュニケーションを図ることや市民が気軽に訪れ交流す

ることができる場として、軽食や喫茶などの飲食機能を整備することも考えられます。

そのためには、同一敷地内に整備される（仮称）安来市給食センターとの連携も今後検

討していくことが期待されます。 

 

エントランス・ロビー、ラウンジ、カフェ・喫茶コーナー（厨房スペース、飲食スペース） 等 

 

⑥ 管理系機能 

市民会館を、円滑にかつ安全に運用していくためには、施設を常時管理していくため

の諸室が必要です。また、事務室では、施設の利用申し込みや料金の支払いなどの事務

手続きだけでなく、入場券の販売や利用相談など市民の文化芸術活動をより活性化する

ための支援も行っていきます。 

 

事務室（チケット販売や施設貸出のための受付を含む）、応接室、休憩室（託児機能）、会議

室、倉庫、清掃員・警備員控室、機械室 等 
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(3) 施設規模  

市民会館は、全体で 7,400㎡程度を想定します。また、それぞれの機能ごとの想定面

積は、以下のとおりです。 

 

区 分 内  容 想定規模 

大ホール機能 
客席、舞台、各調整室、ホワイエ、楽屋、搬入・荷捌き、

楽屋エントランス、倉庫 等 
2,800㎡程度 

小ホール機能 客席、舞台、各調整室、ホワイエ、楽屋 等 1,200㎡程度 

展示系機能 ギャラリー、準備室 等 300㎡程度 

創造支援系機能 練習室、会議室 等 430㎡程度 

交流系機能 ロビー、エントランスロビー、カフェ 等 360㎡程度 

管理系機能 事務室、受付カウンター、会議室、倉庫 等 210㎡程度 

共通部分 廊下、バックスペース、設備関係 等 2,100㎡程度 

 
（施設全体合計） 7,400㎡程度 

 

 

（4）施設整備の留意点 

基本理念をふまえ、事業計画を達成していく上で必要となる機能諸室を適切に配置す

るとともに、市民誰もが安心して快適に利用できるまちづくりの中核施設としての可能

性にも配慮します。このため、以下の点に考慮した計画とします。  

 

項 目 内  容 

まちづくりの視点① 切川地区の一体整備／地域の新たな顔となるシンボル性・デザイン性 

魅力ある地域の景観をつくっていくきっかけとなり、切川地区はも

ちろん、市のあらたなシンボルとなる施設整備を目指します。 

まちづくりの視点② 

（防災） 

安心・安全なまちづくりへ向けての第一歩 

防災対策への市民の意識が高まる昨今、公の施設として、十分な防

災対策と運用が可能な施設が求められています。市の災害対策にお

ける必要機能の確保に配慮します。例えば、支援物資の集積所・仕

分所・配送所、災害ボランティアの活動室などに活用されることが

想定されます。 

機能の集約 基本理念を実現させる機能の充実 

基本理念を具現化させる活動がバランス良く関連性を持って展開で

きるよう、必要不可欠な機能を過不足なく適切に配置します。 
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多面性 日常性と非日常性の両立 

ホール施設や展示施設には、日頃の文化活動の成果を発表したり、

優れたプロフェッショナルの作品を鑑賞するなどの場として、非日

常的な機能が求められます。一方で、練習や稽古を積み重ねる場で

もあり、情報や人との交流を求めて、いつでも立ち寄ることができ

る親しみやすさなど、日常的な機能も求められます。 

両面のバランスに配慮する必要があります。 

活動のつながり 市民活動の成長に向けて 

日頃の文化活動の成果を発表する施設を整備するだけでなく、市民

自らが活動を支え、その活動を継続・成長していくための支援を行

なうことのできる機能を整備します。 

公立施設の視点 ユニバーサルデザインや環境負荷への配慮 

誰もがアクセスしやすい施設として、ユニバーサルデザインへの十

分な配慮が求められます。また、施設全体での省エネルギー化を図

るとともに、周辺環境に配慮した施設を目指します。 

中長期的視点 ライフサイクルマネジメント13（LCM） 

長期にわたり利用する施設として、機能の維持には経費が必要です。

整備時から、改修や更新を見込んだ計画とするとともに、建設費と

維持管理経費のバランスを適切にとらえ、ライフサイクルコスト14

（LCC）の低減に努めます。 

その他 遮音・振動への対策についても配慮が必要です。 

                                                   
13 ライフサイクルマネジメント（LCM） 

建築物等の企画、設計、建設、運営、解体までの各段階において、その建築物等の生涯に着目

して計画、管理を行なう考え方。効用の最大化、ライフサイクルコストの最適化、資源やエネル

ギー消費・環境負荷の最小化、障害や災害のリスクの最小化を目標とする。 

14  ライフサイクルコスト（LCC）  

建築物等の企画段階、建設段階、運用管理段階および解体再利用段階の各段階のコストを総計

した生涯費用のこと。（保全費、修繕費・改善費、運用費、一般管理費、その他） 
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６．整備のための経費 

(1) 総整備費の考え方 

整備に係る経費には、以下のものがあります。 

① 施設施工に係る経費 

● 建設費 

建物工事にかかる経費として、建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水

衛生設備工事、舞台機構設備工事、舞台照明設備工事、舞台音響設備工事、昇降

機設備工事等があります。 

また、外構工事、駐車場整備、用地取得費などが重ねて計上される場合もありま

す。 

● 備品購入費 

家具・什器備品、大道具備品、舞台照明備品、舞台音響備品、楽器備品、アート

計画（緞帳を含む）等があります。 

    ホールをはじめとする諸室において、どのような活動や催しが実施されるかを想

定した上で、適切な備品を過不足無く計画していくことが必要です。 

 

② 施設設計に係る経費 

● 設計者選定に係る経費 

選定委員会の開催などに係る経費を見込みます。 

● 設計費、設計監理費 

設計者に支払われる経費を見込みます。 

 

③ 施設開設準備などに係る経費 

また、直接的に建設に関わる費用の他、施設の開館までの準備には、以下のような経費

が見込まれます。 

● 管理運営計画策定等に係る経費 

計画策定支援業務委託、各種調査、委員会開催などに係る経費を見込みます。 

● 開設準備に係る経費 

パンフレットの作成、各種資料の作成やプレイベントの実施、オープニング事業

の企画や準備等に係る経費を見込みます。 

● 指定管理者選定に係る経費 

選定委員会の開催などに係る経費を見込みます。 
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(2) 建設費  

① 建設費 

市民会館建設に係る経費として、近年整備された類似規模の大小ホールを有する公立

文化施設の事例では、1㎡あたり 50～60万円程度となっています。ただし、直近では、

国土交通省が示した労務費単価の上昇や、東日本大震災被害地の復興に伴う資材費の高

騰、更には、平成 26 年 4 月からの消費税率 8％への影響があるため、それらの要因を

今後の建設費の試算に見込むことが必要です。 

上記資材費の高騰等の社会的状況や防災等の技術的な配慮により増額する要素もあ

りますが、防災面や安全性、市の顔となる文化施設としてのクオリティを確保しながら、

施設整備の考え方に沿って、できる限り費用を抑えることができるように創意工夫に努

めます。 

 

② 建物建設費以外 

直接的な建物の建設以外に係る経費として、外構、植栽、駐車場整備などに係る経費

があります。ただし、今回は給食センターの整備も含めた切川地区の一体整備であるた

め、建物以外の整備に係る経費は、給食センター事業費との調整が必要です。 

 

③ 全体事業費 

40億円～45億円（建物、建物周辺外構工事） 
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７．運営のための経費概算 

公立文化施設の運営に係る経費（支出）としては、人件費、事業費、維持管理費の三つに

大きく分けられます。 

 

事業費 自主文化事業を行うために必要な費用であり、事業内容によって大

きく異なります。基本理念を実現するための事業計画をたて、経費

を見込む必要があります。 

人件費 施設を運営するために、人材配置が必要です。 

自主文化事業の実施、施設を提供していく貸館事業において、舞台

技術・事業制作に関しての専門知識と経験を有する人材を置くため

には、職務に見合った給与体系を設定することが求められます。 

維持管理費 光熱水費 電気、ガス、水道料など  

清掃費 施設の清掃に係る経費 

警備費 施設の警備に係る経費 

設備メンテナンス費 施設が有する建築設備（空調設備、衛生設備

など）の維持管理に必要なメンテナンス費用 

舞台関係保守点検費 舞台設備などホール施設特有の設備に係る

保守点検の費用 

施設運営費 通信費（旅費・郵券等）、事務機器使用料、

事務備品・消耗品費、備品修理費、利用案内

等の印刷費など施設の運営に関する経費 

その他 上記に含まれない経費、修繕費など 

 

(1) 事業費 

本計画で検討を行った事業の方針に則り、今後事業計画を作成していきます。事業計画

では、実施する事業の内容、実施本数、対象、一つの事業当たりの必要経費などを明らか

にしていきますが、その中で収入の見込みと併せて試算していきます。 

 

(2) 人件費 

施設の管理運営や、事業計画に則った事業を適切に行っていくために必要な人材配置の

検討を進め、今後詳しく試算を行います。 

 

(3) 維持管理費 

維持管理費については、設計業務が進む中で詳しい試算を行っていくことが可能になりま

すが、設計の段階からできる限り費用を抑えることができるように創意工夫に努めます。 
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現在想定される維持管理にかかる経費としては、各種の調査などからは１㎡当たり 9,000

円～15,000円程度との数字が出ており、現在想定している面積 7,400㎡からは約 6,700千

円から 1億 1千万円程度が見込まれます。 

 

0.9～1.5万円／㎡ × 7,400㎡ ＝ 約 6,700 万円～1.1 億円 

 

なお、施設においては、開館後 10年を経過する頃から、舞台設備の補修や改修が多数発

生してきます。高度な舞台設備を有する施設を安全に提供するためには、危険が生じる前

に対策を講じる予防保全が必須です。また、経年による機能劣化や性能劣化に対応するた

めの設備の更新や修繕も必要になります。それらは、通常の維持管理費の範囲内では想定

されていない費用が発生することとなります。設備の適切な運用により経年劣化を最小限

に留めるともに、経年にともなう施設や設備の改修の計画・方針を策定し、適正な維持管

理費を見込み、その財源を確保していくことが望まれます。 
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

管理運営

施設整備

敷地

地区計画廃止手続き

農振除外手続き

敷地調査、造成基本設

計、造成設計

事業認定等事前協議

基本計画

建物基

本設計

建物実施設計

建築確認完了

建物建築工事

造成工事

周辺整備（構内外道路、公園、駐車場）

竣

工

管理運営計画

開館準備業務

開

館

習熟

訓練

８．スケジュール 

今後は、本基本計画に基づき、基本設計・実施設計を行います。併せて、事業内容や運

営方法、運営組織などの検討を行い、開館に向けての業務を行っていきます。 

 

【整備スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

９．今後の課題整理 

今後は、スケジュールで示したとおり、ハード面では基本設計・実施設計業務が進んで

いきます。併せて、事業内容や運営方法、運営組織などの検討を行い、開館に向けての業

務を行っていきます。 

 

 開設準備への対応 

施設建設のハード面、事業や運営に係るソフト面の双方について、業務を進めていく

必要があります。 

ハード面では、基本構想、基本計画での市民会館の方向性を体現できる施設としてい

くために、設計、施工等それぞれの業務において、適切であるかの確認を行っていく

必要があります。また、ホール施設に特有である機構・音響・照明といった舞台設備

計画の推進、舞台関連備品の選定・仕様決定など多岐にわたる業務が発生してきます。 

ソフト面でも、施設の方向性を位置付ける事業計画の作成と実現のための方策検討の

他、施設を提供していくための運営規則など詳細な検討が必要となります。 

それらの業務を滞りなく推進していける体制を構築していく必要があります。 

 

 市民への整備状況の周知・説明など 

広く市民に対して、設計、施工等の各タイミングにおいて、市民会館整備の進捗状況

の周知を行っていくことが望まれます。



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 
 

 
大
ホ
ー
ル
楽
屋
入
口
 

（
出
演
者
・
関
係
者
）
 

大
道
具
等
搬
入
口
 

（
大
道
具
・
舞
台
設
備
・
衣
裳
他
）

 
小
ホ
ー
ル
楽
屋
入
口

 

（
出
演
者
・
関
係
者
）

 

ホ
ー
ル
施
設
入
口
 

（
観
客
・
施
設
利
用
者
・
そ
の
他
）
 

ホ
ワ
イ
エ
 

ホ
ワ
イ
エ
 

各
機
能
で
関
連
性
が
高
い
こ
と
を
示
す
（
動
線
が
必
要
）

 

各
機
能
で
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す

 

大
ホ
ー
ル
系
機
能

 

小
ホ
ー
ル
系
機
能

 

支
援
系
機
能

 
展
示
系
機
能

 
 

交
流
系
機
能

 

 

管
理
系
機
能

 
そ
の
他

 

チ
ケ
ッ
ト
カ
ウ
ン
タ
ー

 

駐
車
ス
ペ
ー
ス
（
搬
出
入
車
輌
用

/関
係
者
用
）

 

搬
入
口
・
組
立
場
 

 

 

準
備
室
 

 

多
目
的
型
 

客
 

 
席
 

（
10
00

席
程
度
）
 

一
部
可
変
 

 

 
楽
屋
エ
リ
ア
 

 
楽
屋
エ
リ
ア
 

調
整
室
 

楽 屋 口 

  会
議
室
（
大
・
中
・
小
）
 

  収
納

 
他
 

 更
衣
室
（
ロ
ッ
カ
ー
）
 

楽
器
庫
 

 

倉
庫
・
収
納
 

管
理
事
務
室
 

機
械
室
 

そ
の
他
の
諸
室
 

 

レ
ス
ト
ラ
ン
 

カ
フ
ェ
 

 

ト
イ
レ
 

オ
ー
プ
ン
ロ
ビ
ー
 

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

 

安
来
市
民
会
館

 機
能
図
 

 

 

舞
 

 
台
 

（
プ
ロ
セ
ニ
ア
ム
形
式
）
 

 

 
倉
庫
・
収
納
 

託
児
室

 

 
駐
車
ス
ペ
ー
ス
 

（
車
い
す
使
用
者
用
）
 

パ
ン
ト
リ
ー
 

楽
器
庫
 

 

楽 屋 口 

※
１
 

 

多
目
的
型
 

舞
 

 
台
 

 
客

 
 
席
 

（
30
0
席
程
度
）
 

 

 
 

※
１
：
練
習
室
の
一
部
を
大
ホ
ー
ル
の
楽
屋
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
考
え
る

 

 

（
給
食
セ
ン
タ
ー
 

と
の
連
携
）
 

（
救
護
室
・
授
乳
室
等
）
 

 ギ
ャ
ラ
リ
ー
 

※
練
習
室
（
大
）
を
兼
ね
る
 

 練
習
室
（
中
・
小
）
 



 



 

【参考資料】 職員数想定のための資料 

■公立文化施設のタイプ別職員数と内訳 

 

  常勤職員 非常勤職員 計 

     

交
流
モ
デ
ル 

館長 0.7人 0.2人 0.9人 

管理運営担当 2.6人 0.9人 3.4人 

事業担当 1.2人 0.3人 1.4人 

舞台技術担当 1.4人 0.2人 1.7人 

その他 1.5人 0.5人 2.0人 

計 7.4人 2.1人 9.5人 

     

文
化
芸
術
振
興
モ
デ
ル 

館長 0.7人 0.2人 0.9人 

管理運営担当 4.0人 0.9人 4.9人 

事業担当 2.8人 0.3人 3.2人 

舞台技術担当 2.3人 0.2人 2.6人 

その他 2.0人 0.6人 2.5人 

計 11.8人 2.2人 14.1人 

     

地
域
密
着
型
モ
デ
ル 

館長 0.8人 0.2人 1.0人 

管理運営担当 2.6人 0.7人 3.3人 

事業担当 2.0人 0.3人 2.3人 

舞台技術担当 1.5人 0.4人 1.9人 

その他 1.2人 0.7人 1.9人 

計 8.1人 2.3人 10.4人 

     

専
門
モ
デ
ル 

館長 0.6人 0.3人 0.9人 

管理運営担当 12.9人 1.6人 14.5人 

事業担当 19.4人 0.5人 19.9人 

舞台技術担当 10.9人 0.4人 11.3人 

その他 5.2人 4.3人 9.6人 

計 49.0人 7.1人 56.2人 

出展：『平成 21年度地域の劇場・音楽堂等の活動の基準に関する調査・研究』（（社）全国公立文化施設協

会発行） 

 



 

■地域の劇場・音楽堂のタイプ分類 

タイプ 概  要 事業展開例 

総

合

型 

交流モデル 貸館事業を中心に住民の交流やにぎわ

いづくりの拠点となることを重視するタイ

プ。住民を対象とした自主公演事業も年

間数事業実施。 

 買取型鑑賞事業 

 発表会等への場の提供・支援 

 交流型事業 

文化芸術

振興モデル 

地域の中核的な文化芸術施設。文化芸

術の振興と共に地域の活性化も目指

す。全世代を対象とする鑑賞事業の他、

住民参加事業、教育普及事業等も実

施。貸館事業も積極的に展開。 

 買取型鑑賞事業 

 発表会等への場の提供・支援 

 共催事業、提携事業など貸館事業

による鑑賞機会の提供事業 

 ワークショップやアウトリーチプログラ

ムなど普及・育成事業 

重

点

型 

地域密着

モデル 

地域に密着し、地域住民が参加する形

での舞台芸術公演や地域の文化特性に

着目した舞台公演を創造。また、ワーク

ショップや地域の声に応えた優れたアー

ティストによる主催公演等も実施。 

 地域資源を活かした作品創造 

例）市民ミュージカル、市民オペラ、

市民オーケストラ、市民合唱団、伊

達市関連アーティストによる作品創造

など 

 ワークショップやアウトリーチプログラ

ムなど普及・育成事業 

専門モデル 明確なミッションや方針のもと、優れた公

演芸術作品を創造することにより、文化

芸術の発展に寄与し、また、公演芸術の

次代を担う人材を育成。専属の劇団、ア

ーティスト等を抱えるケースもある 

 施設が主体となった作品創造 

 専属の劇団、アーティスト等による

作品創造 

 創造した作品の全国及び海外展開 

 アーティスト及び創造活動を支える

人材（制作者、プランナーなど）の

育成 



 

【参考資料】 整備のための経費試算 

平成 20年度以降に開館した、全国の 500席以上のホールを持つ施設のうち、建設費（用地取得費

を除く）が明らかになっている施設について、1㎡あたりの建築費を算出した。 

都道 

府県 
施設名称 開館日 

延床面積 

（㎡） 
ホール客席数 

建設費 

（百万円） 

平米単価

（円/㎡） 

静岡県 
静岡市清水文化会館  

マリナート（PFI整備） 
H24.8.1 11,535 1529席/296席 8,127 704,551 

新潟県 
柏崎市文化会館  

アルフォーレ 
H24.7.8 7,677 1,102席 4,632 603,360 

秋田県 
由利本荘市文化交流館  

カダーレ 
H23.12.19 11,751 1,300席 7,684 653,901 

新潟県 新潟市北区文化会館 H22.6.5 4,708 557席 3,097 657,816 

岩手県 
大船渡市民文化会館   

リアスホール 
H20.11.15 9,290 1,100席 5,140 553,283 

福島県 
いわき芸術文化交流館   

いわきアリオス（PFI整備） 
H20.4.8 27,556 

1840席/685席

/233席 
11,565 419,690 

広島県 
三原市芸術文化センター  

ポポロ 
H19.10.14 7,421 1,228席 5,000 673,763 

大分県 
日田市民文化会館 

パトリア日田 
H19.12.23 10,009 998席/349席 4,626 462,184 

 

また、近隣市町村において平成元年度以降に開館した、400席以上のホールを持つ施設のうち、建

設費（用地取得費を除く）が明らかになっている施設についても 1㎡あたりの建築費を算出した。 

都道 
府県 

市町村 施設名称 開館日 
延床面積 

（㎡） 
ホール客席数 

建設費
（百万円） 

平米単価 
（円/㎡） 

島根県 益田市 いわみ芸術劇場 H17.10.8 19,252 1,500席/400席 16,800  872,636  

  川本町 
悠邑ふるさと会館 
カントリヴァホール 

H8.11.1 5,726  1,000席/240席 3,208  560,251  

  出雲市 
大社文化プレイ
スうらら館 

H11.10.23 5,847  608席/260席 2,958  505,900  

  出雲市 平田文化館 H6.4.1 3,504  813席 1,170  333,904  

  江津市 
江津市総合市民
センター 
ミルキーウェイホール 

H7.4.21 3,834  702席 1,886  491,914  

鳥取県 米子市 
米子市文化ホー
ル 

H3.10.1 4,922  674席 2,441  495,937  

  米子市 
米子コンベンショ
ンセンター 

H10.4.29 18,595  
2,004席/300

席 
13,900  747,513  

＊いずれも平成 24年度版全国公立文化施設名簿（社団法人全国公立文化施設協議会発行）より 
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【安来市民会館（仮称）建設検討委員会の経過】 

 

○平成２５年 ７月 ３日  安来市民会館建設検討委員委嘱 

              第１回安来市民会館建設検討委員会 

             ・検討委員会の位置付け及び経過確認 

             ・切川地区開発及び安来市民会館（仮称）スケジュール確認 

             ・基本構想及び基本計画の構成について 

○平成２５年 ７月３０日  視察（福岡県、大分県） 

～３１日 ・黒崎ひびしんホール（福岡県北九州市） 

             ・なかまハーモニーホール（福岡県中間市） 

             ・パトリア日田（大分県日田市） 

             ・サザンクス筑後（福岡県筑後市） 

             ・おりなす八女（福岡県八女市） 

○平成２５年 ８月 ８日  第２回安来市民会館建設検討委員会 

             ・視察報告 

             ・第１回市民ワークショップ報告 

             ・安来市民会館（仮称）機能図（案）について 

             ・基本計画（部分案）について 

○平成２５年 ８月２１日  視察（島根県） 

             ・悠邑ふるさと会館（川本町） 

             ・江津市総合市民センター（江津市） 

             ・平田文化館（出雲市） 

○平成２５年 ８月３０日  第３回安来市民会館建設検討委員会 

             ・視察報告 

             ・基本設計プロポーザルの概要について 

             ・安来市民会館（仮称）機能図（案）について 

             ・基本計画（部分案）について 

○平成２５年 ９月２４日  第４回安来市民会館建設検討委員会 

             ・第２回市民ワークショップ報告 

             ・基本設計プロポーザルの状況について 

             ・安来市民会館（仮称）機能図（案）について 

             ・基本計画（部分案）について 

             ・提言書（案）について 

○平成２５年１０月 ７日  第５回安来市民会館建設検討委員会 

             ・第３回市民ワークショップ報告 

             ・提言書（案）について 

○平成２５年１０月２１日  石橋委員長、藤原副委員長、提言書を市長に提出 

 



 

【安来市民会館建設検討委員会委員名簿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

役職 氏 名 所 属 団 体 

委員長 石橋 富二雄 安来市自治会代表者協議会会長 

副委員長 藤原 常義 ＮＰＯ法人さくら総合スポーツクラブ理事長 

委 員 足立 好徳 安来地域介護保険サービス事業者連絡会事務局長 

〃 金崎 智枝 
島根県吹奏楽連盟安来支部支部長 

（安来市教育研究会音楽部長） 

〃 小松原 直樹 安来市労働組合協議会議長 

〃 角 久夫 安来市音楽協会副会長 

〃 妹尾 匠 一般社団法人安来青年会議所理事長 

〃  成相 二郎 安来節保存会専務理事 

〃 西尾 俊也 島根県民会館館長 

〃 間 泰治 安来市商工会副会長 

〃 原 庸一 安来市文化協会副会長 

〃 細田 輝久 安来商工会議所専務理事 

〃 三島 祐司 安来高校吹奏楽部及び弦楽部教諭 



 

 

【安来市民会館（仮称）市民ワークショップ】 

 

○第１回 

日  時：平成２５年 ７月２８日（日） 

場  所：安来商工会議所 

  テ ー マ ：「市民会館の使命・事業イメージを考えよう！」 

  参加人数：３７人 

 

○第２回 

日  時：平成２５年 ９月 １日（日） 

場  所：安来中央交流センター 

 テ ー マ ：「市民会館の施設機能を考えよう！」 

  参加人数：１７人 

 

○第３回 

日  時：平成２５年 ９月２３日（月） 

場  所：安来中央交流センター 

 テ ー マ ：「市民会館で行われる活動や運営イメージを考えよう！」 

  参加人数：１７人 
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